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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　2021年11月15日に提出いたしました第95期第３四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）四半期報告書の

記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するもの

です。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

３　経営上の重要な契約等

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しています。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

３【経営上の重要な契約等】

　　（訂正前）

当社は、SHELL MDS（MALAYSIA）SENDIRIAN BERHAD社と同社が天然ガスより製造する合成ワックスを、当社が

輸入し日本国内で独占的に販売する契約を締結いたしました。契約期間は2021年８月１日より２年間とし、期

間満了の６ヶ月前までに書面による通告で解除されない限り、2025年７月31日まで１年間ずつ契約期間を延長

いたします。

（省略）

 

　　（訂正後）

当社は、SHELL MDS（MALAYSIA）SENDIRIAN BERHAD社と同社が天然ガスより製造する合成ワックスを、当社が

輸入し日本国内で販売する契約を締結いたしました。契約期間は2021年８月１日より２年間とし、期間満了の

６ヶ月前までに書面による通告で解除されない限り、2025年７月31日まで１年間ずつ契約期間を延長いたしま

す。

（省略）
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